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本日の内容

１．化学物質による労働災害の概要

２．職場における化学物質の自律的管理

３．リスクアセスメントの実施と労働災害防止対策

４．厚生労働省ホームページ等の活用
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１．化学物質による労働災害

【発生状況】

ビル内店舗が一部営業中であったこと等から、エレベーター

内で扉を閉めた状態で、ジクロロメタンを主成分とする剥離剤

を塩ビシートに塗布し、30分程度待って軟化させてから剥離

作業を行っていた。別の作業員が、エレベーター扉を開けたと

ころ、仰向けに倒れた状態の被災者らを発見した。2人とも心

肺停止状態であり、急性有機溶剤中毒による死亡が確認された。

着用していた有機ガス用防毒マスクは破過していた。

エレベーター内装の塩ビシート剥離作業中に急性有機溶剤中毒死

厚生労働省 職場の安全サイト 災害事例より
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（１）化学物質の労働災害発生状況

１）年間500 件前後で推移しており、
減少は見られない。

２）有害物との接触(令和元年～令和３
年の合計1229件)は、第三次産業や建
設業など幅広い業種で発生している。

３）うち、洗剤・洗浄剤による労働災
害が約３割（371 件）を占め、また
消毒・除菌・殺菌・漂白によるもの
も多い（108件）。

年
事故の型（件）

平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

有害物質との接触 397（11） 404（10） 430（8） 408（10） 442（2） 463（3）

爆発 39（5） 35（1） 34（2） 34（1） 34（5） 49（4）

火災 41（4） 95（37） 34（1） 30（8） 36（0） 30（1）

合計 477（20） 534（48） 498（11） 472（19） 512（7） 542（8）
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有害物との接触で労働災害が多い業種
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厚生労働省「化学物質の性状に関連の強い
労働災害の分析結果」令和6年6月公表 より
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２．職場における化学物質の自律的管理

（１）個別規制型の化学物質管理（～令和６年３月）

① 「個別規制」の対象物質は123物質（2023年 3 月時点）

② リスクアセスメント義務対象化学物質は 674 物質

（ラベル表示及びSDS 交付が義務付けられている物質数）

① 国によるばく露の上限となる基準等の設定、危険性・有害性に関

する情報の伝達の仕組みの整備・拡充を前提として

② 事業者が、リスクアセスメントの結果に基づき、国の定める基準等

の範囲内で、ばく露防止のために講ずべき措置を適切に実施する制度

を導入するもので、化学物質管理者の選任等の管理体制を整備してきた。

（２）自律的な化学物質管理への移行（令和６年４月～）
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（３）化学物質管理強調月間（令和８年２月）

1）第2回化学物質管理強調月間

① 職場における危険・有害な化学物質管理の重要性に関する意識高揚

② 化学物質管理活動の定着

2）日常の化学物質管理の総点検（チェックリストの活用）

リスクアセスメント対象物質の拡大への対応

① 令和7年4月から1,537物質

② 令和8年4月から2,316物質（CAS番号ベースでは、約2,900物質）

厚生労働省 ケミガイドより https://chemiguide.mhlw.go.jp/
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厚生労働省 ケミガイドより https://chemiguide.mhlw.go.jp/

「化学物質管理強調月間」の取組み
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1,537物質

2,316物質
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３．リスクアセスメントの実施と労働災害防止対策
（１）リスクアセスメント指針における実施内容（手順）

ステップ１

ステップ２

ステップ４

ステップ３

化学物質による危険性又は有害性の特定

特定された危険又は健康障害による
リスクの見積り

見積に基づくリスク

低減措置の内容検討

リスク低減措置の実施

ステップ５

リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト

リスクアセスメント結果の労働者への周知

化学物質による危険性又は有害性等の調査等に関する指針
平成27年9月18日 危険性又は有害性等の調査等に関する指針公示第3号
改正 令和5年4月27日 危険性又は有害性等の調査等に関する指針公示第4号
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（２）化学物質による危険性又は有害性の特定

リスクアセスメント対象化学物質を使用している業務を洗い出し、SDSに

記載されているGHS分類などに則して危険性又は有害性を特定する。

【物理化学的危険性】
爆発物
可燃性ガス
エアゾールおよび加圧下化学品
酸化性ガス
高圧ガス
引火性液体
可燃性固体
自己反応性物質および混合物
自然発火性液体
自然発火性固体
自己発熱性物質および混合物
水反応可燃性物質および混合物
酸化性液体
酸化性固体
有機過酸化物
金属腐食性
純性化爆発物

【健康有害性】
急性毒性
皮膚腐食性/刺激性
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性
呼吸器感作性又は皮膚感作性
生殖細胞変異原性
発がん性
生殖毒性
特定標的臓器毒性（単回ばく露）
特定標的臓器毒性（反復ばく露）
誤えん有害性

【環境有害性】
水性環境有害性
オゾン層への有害性

GHS分類
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爆弾の爆発 爆発物(不安定爆発物,等級
1.1～1.4)
自己反応性化学品(タイプ
A,B)
有機過酸化物(タイプA,B)

炎 可燃性ガス(区分1)
自然発火性ガス
引火性液体
可燃性固体
自己反応性化学品 など

円上の炎 酸化性ガス
酸化性液体
酸化性固体

ガスボンベ 高圧ガス 腐食性 金属腐食性化学品
皮膚腐食性
眼に対する重篤な損傷性

どくろ 急性毒性
（区分1～3）

感嘆符 急性毒性（区分4）
皮膚刺激性（区分2）
眼刺激性（区分2À)
皮膚感作性
特定標的毒性（区分3）
など

健康有害性 呼吸器感作性
生殖細胞変異原性
発がん性
生殖毒性（区分1,2）
特定標的臓器毒性
（区分1、2）
誤えん有害性

環境 水生環境有害性

区分（強さ）：区分１>区分２>区分３>区分４ 細分化の場合（例）：区分２A>区分２B

危険有害性クラスと区分（強さ）に応じた絵表示と注意書き
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「職場の安全サイト」⇒化学物質⇒GHS対応モデルラベル・モデルSDS情報
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GHS対応モデルラベル・モデルSDS情報⇒CAS番号での検索（ジクロロメタンの例）
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モデルSDS（ジクロロメタンの例）

リスクアセスメントの事前準備として
２．危険有害性の要約
３．組成、成分情報
８．ばく露防止及び保護措置
９．物理的及び化学的性質
等に着目する
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（３）特定された危険又は健康障害によるリスクの見積り

ア 化学物質が労働者に危険を及ぼし、又は健康障害を生ずるおそれのある程
度（発生可能性）と、危険又は健康障害の程度（重篤度）を考慮する方法

（ア） マトリックス法

（イ） 数値化法

（ウ） 枝分かれ図を用いた方法

（エ） 化学物質リスク簡易評価法等を用いてリスクを見積る方法

（コントロールバンディング等）

（オ） 災害のシナリオから見積もる方法

化学物質による危険性又は有害性等の調査等に関する指針より
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ウ その他、ア又はイに準ずる方法

（ア） 特別則の対象物質（特定化学物質、有機溶剤など）については、特別則に定

      める具体的な措置の状況を確認する方法

（イ） 安衛令別表１に定める危険物及び同等のGHS分類による危険性のある物質に

ついて、安衛則第２編第４章爆発、火災の防止などの規定を確認する方法

（ウ） 作業リスク管理マニュアルを用いて、定められた措置が適切に実施されてい

ることを確認する方法 

イ 労働者が対象物にさらされる程度（ばく露濃度）とこの対象物の有害性の

程度を考慮する方法

（ア） 管理濃度と比較する方法（管理濃度が定められている物質）

（イ） 濃度基準値と比較する方法（濃度基準値が設定されている物質）

（ウ） ばく露限界と比較する方法（管理濃度、濃度基準値が設定されていない物質）

（エ） 気中濃度を推定し濃度基準値又はばく露限界と比較する方法

（CREATE-SIMPLE（クリエイト・シンプル）等）

（オ） あらかじめ尺度化した表を使用する方法
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（４）CREATE-SIMPLE（クリエイト・シンプル）を用いたリスクの見積り

職場の安全サイトから入手でき、簡単な質

問に答えていくだけで、リスクを見積もる

ことが可能な簡易ツール

リスクアセスメント「初期調査」における「数理モデルを活用したばく露の推定」が可能

【安衛則第577条の２第１項】

労働者がばく露される程度を

最小限度とする（義務）

【同２項】

濃度基準値が設定されている

物質については、屋内作業場

については、当該物質にばく

露される程度を濃度基準値以

下とする（義務）

有害性（化学物質の吸入ばく露、経皮ばく

露による健康リスク）は、労働者がばく露

される程度を把握してリスクを見積もる

危険性（爆発物や引火性など）があること

に気付くためのツールとして使用できる

労働安全衛生法：「安衛法」と略記、労働安全衛生法施行令：「安衛令」と略記
労働安全衛生規則：「安衛則」と略記
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「安衛則」第594 条の２第１項
皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入し
て、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな化学物質又はこれを含有する製剤
（皮膚等障害化学物質等）については、不浸透性の保護具を使用すること（義務）

皮膚障害等防止用保護具の 選定マニュアル（令和7年3月）
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001393159.pdf

化 学 物 質 対 応

皮膚等障害化学物質等 不浸透性の保護衣、保護手袋、履物又は保護眼
鏡等適切な保護具の使用の義務

健康障害を起こすおそれがない
ことが明らかなもの以外の物質

保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な
保護具の使用の努力義務

1）皮膚刺激性有害物質：GHS分類「皮膚腐食性・刺激性」、「眼に対する重篤な
損傷性・眼刺激性」及び「呼吸器感作性又は皮膚感作性」のいずれかで区分1

2）皮膚有害性化学物質：皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質について
（令和5 年7 月4 日付け基発0 704 第1 号）で指定

皮膚等障害化学物質等
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取扱い条件（取扱量、含有率、換気条件、作業時間・頻度、保護具の有無等）から推定
したばく露濃度とばく露限界値（またはGHS区分情報）を比較する方法。

CREATE-SIMPLE マニュアルよりCREATE-SIMPLEを用いたリスクの見積り
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ここをクリックしてください。

「職場の安全サイト」⇒化学物質⇒化学物質のリスクアセスメント実施支援⇒リス
クアセスメント支援ツール⇒ CREATE-SIMPLE（クリエイト・シンプル）

マニュアルを事前にダウンロードする。マニュアル
に従って、容易にリスクアセスメントが行える。
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CREATE-SIMPLE（クリエイト・シンプル）入力画面

シート名 内容

トップ 各シートの説明

リスクアセス
メントシート

リスクアセスメン
ト実施シート

実施レポート 実施レポート表示
シート

結果一覧 実施結果の一覧

製品DB 取扱製品のデータ
ベース

成分数：1～10RA対象：吸入、経皮吸収、危険性 性状：液体、粉体、気体
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【ステップ3】作業内容質問
Q1～Q7：吸入作業内容 
Q8～Q10：経皮吸収関連
Q11～Q15：爆発・火災関連

プルダウンで選択

【ステップ2】化学物質情報
CAS RN入力等

（エレベーター内装の塩ビシート剥離作業中に急性有機溶剤中毒死）への適用例
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作業条件（吸入ばく露）

Q1 取扱量 1日当たりの取扱量

Q2 スプレー作業 作業有無

Q3 塗布作業 塗布面積1ｍ2超

Q4 換気状況 換気レベルを選択

Q5 作業時間 1日当たりの作業時間

Q6 作業頻度 週当たりの日数

Q7 ばく露の変動 局所排気のない手作業洗浄等

ばく露の変動が大きい作業例：局所排気装置が設置されてい
ない、または局所排気装置の性能等が確保されていない作業
場における化学品の投入・計量、手作業による洗浄作業等
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作業条件（経皮ばく露）

Q8 皮膚接触面積 両手の手のひら等

Q9 手袋の着用 着用状況、素材（耐浸透性
等）

Q10 手袋教育・訓練 教育等の実施状況

取扱状況（危険性）

Q11 取扱温度 室温以上での取扱い

Q12 着火源の有無 裸火、静電気等

Q13 爆発性雰囲気形成
防止対策

漏えい防止、放出管理、換気
等

Q14 有機物・金属の取
扱状況

近傍での有機物や金属の取扱
い

Q15 空気や水との接触
状況

開放状態での取扱い、近傍で
水取扱い
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ばく露限界値（管理目標濃度）

推定ばく露濃度 リスクレベル

・法規制情報
・リスクレベルS⇒皮膚刺激性や眼刺
激性など局所的な影響がある場合
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CREATE-SIMPLE 設計基準より

リスクレベル 吸入（８時間） 定 義

Ⅳ(大きなリスク) 推定ばく露濃度範囲の上限＞OEL×10

Ⅲ(中程度のリスク) OEL×10≧推定ばく露濃度範囲の上限＞OEL

ⅡB(懸念されるリク) OEL≧推定ばく露濃度範囲の上限＞OEL×1/2

ⅡA(小さなリスク) OEL×1/2≧推定ばく露濃度範囲の上限＞OEL×1/10 

Ⅰ(些細なリスク) 推定ばく露濃度範囲の上限≦OEL×1/10

＊OEL：長時間のばく露限界値

吸入、経皮合算のリスク＝吸入ばく露比＋経皮ばく露比
吸入ばく露比＝吸入ばく露濃度の上限／ばく露限界値
経皮ばく露比＝経皮吸収量／経皮ばく露限界値

リスクレベル Ⅳ（ばく露比>10以上） Ⅲ（10≧ばく露比>1）
Ⅱ（1≧ばく露比>0.1） Ⅰ（0.1≧ばく露比）

Ⅰ ⅡA ⅡB Ⅲ Ⅳ
ジクロロメタン
推定ばく露濃度
吸入（8時間） 5   25   50 500   ppm

CREATE-SIMPLEのリスクレベルの定義

リスクレベル
ジクロロメタンばく露限界値
吸入（8時間）50ppmの場合
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実施レポート（現状の対策）

現状
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リスク低減対策案を選定入力して、
リスクの再判定をクリック

現状 対策後

実施レポートでのリスク低減対策の検討（現状と対策後）
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実施レポートでのリスク評価（現状と対策後）

現状 対策後
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エ 保護具の使用

ウ 管理的対策

ア 本質的対策
低
減
措
置
の
優
先
順
位

高

低

法令で定められた事項の実施（当該業務がある場合）

危険性有害性の高い化学物質の使用中止、低い材料への代替

イ 衛生工学的対策・工学的対策

プロセスの運転条件の変更、化学物質の形状の変更等

防爆構造、安全装置の二重化、密閉化、局所装置の設置

マニュアルの整備、立入禁止措置、ばく露管理、教育訓練等

イ～ウ の措置を検討しても、除去・低減できなかったリスク

（５）見積に基づくリスク低減措置の内容検討
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【原因】
1 送排風機等による全体換気を行う予定であったにもかかわ
らず、災害時、送排風機を使用していなかったこと。

2 被災者が、有効な吸収缶を取り付けた防毒マスクを着用し
ていなかったこと。

3 作業員が2人ともエレベーター内で扉を閉じた状態で有機
溶剤作業を行ったこと。

【対策】
1 剥離剤について、リスクアセスメントを行い、有害性の低
いものを使用する。

2 有効な防毒マスク、送気マスクを使用し、吸収缶は破過時
間について適切に管理を行う。

3 送排風機等による全体換気を行う。
4 作業員１人はエレベーターのかごの外で待機させ、安全状
況を確認する。

【災害事例での対策】
エレベーター内装の塩ビシート剥離作業中に急性有機溶剤中毒死
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（６）リスク低減措置の実施

１）特化則、有機則等の特別則に定められている事項

リスクアセスメントの結果にかかわらず、必ず実施（法令順守）

２）濃度基準値が設定された化学物質

ばく露の程度を濃度基準値以下とする（義務）

３）リスク低減措置として保護具を使用

⇒保護具着用管理者を選任（義務）
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（７）リスクアセスメント結果の労働者への周知、記録保存

１）対象の化学物質等の名称、業務の内容、リスクアセスメントの結果、

実施するリスク低減措置の内容等を労働者に周知、意見聴取する。

２）雇い入れ時教育、作業変更時教育で周知する。

３）記録は次にリスクアセスメントを行うまでの期間、保存する（３年

以内に実施の場合は、3年間）。

４）がん原性物質については、従事した作業の概要、期間、労働者の

ばく露の状況、汚染時の応急処置の概要を30年間保存する。
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１）厚生労働省：ケミガイド https://chemiguide.mhlw.go.jp/

２）労働安全衛生総合研究所：ケミサポ https://cheminfo.johas.go.jp/

３）厚生労働省：職場のあんぜんサイト https://anzeninfo.mhlw.go.jp/

４）厚生労働省：

業種別・作業別マニュアル

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_55176.html

建設業の業種別・作業別マニュアル

https://www.kensaibou.or.jp/safe_tech/chemical_management/about.html

皮膚障害等防止用保護具の 選定マニュアル（令和7年3月）

https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001393159.pdf

５）埼玉労働局：ニュース＆トピックス（報道発表資料、トピックス等）

https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-roudoukyoku/home.html

４．厚生労働省ホームページ等の活用
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